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(54)【発明の名称】 カバー式内視鏡

(57)【要約】
【課題】挿入部が収容されるチューブ状のカバー本体の
先端部に着脱自在な先端キャップを設けることにより、
内視鏡カバーを簡単に装着できるカバー式内視鏡を提供
する。
【解決手段】内視鏡カバー３０はチューブ状に形成され
たカバー本体３２の先端に先端キャップ３４が着脱自在
に取り付けられている。内視鏡カバー３０を内視鏡カバ
ー用内視鏡１０の挿入部１４に装着する場合は、あらか
じめ内視鏡カバー３０内にコシのある棒６０を通してお
き、この棒６０に挿入部１４の先端を固定して棒６０を
引っ張る。これにより、簡単に挿入部１４をカバー３０
内に挿入できる。挿入後は挿入部１４から棒６０を取り
外して、内視鏡カバー３０の先端に先端キャップ３４を
取り付ける。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  挿入部が内視鏡カバーで被覆されたカバ
ー式内視鏡において、
前記内視鏡カバーは、
前記挿入部が収容されるチューブ状のカバー本体と、
端面が透明に形成され、前記カバー本体の先端部に着脱
自在に取り付けられる先端キャップと、
前記カバー本体の基端に連設され、前記挿入部の基端に
固定されるカバー取付部と、からなることを特徴とする
カバー式内視鏡。
【請求項２】  前記カバー本体に伸縮可能な長さ調整部
を形成したことを特徴とする請求項１に記載のカバー式
内視鏡。
【請求項３】  前記カバー本体の外周には、裏面に粘着
材層が形成された帯状のシート材が多数枚ロール状に巻
き付けられており、該シート材を剥がすことで汚物を除
去することを特徴とする請求項１又は２に記載のカバー
式内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はカバー式内視鏡に係
わり、特に挿入部が内視鏡カバーで被覆されたカバー式
内視鏡で、着脱時毎の毎回の繁雑な作業を解消するとと
もに、内視鏡カバーの挿入部への装着の容易性と、内視
鏡カバーの挿入部への装着の確実性を高めることを目的
としたものである。
【０００２】
【従来の技術】医療分野で使用される内視鏡は、感染症
等を防止するために、使用後は洗浄・消毒・滅菌処理が
施される。しかし、内視鏡は熱や薬剤に対する耐性、複
雑な外観形状、細長いチャンネルなどを有するため、内
視鏡を完全に洗浄・消毒・滅菌するには大変な手間がか
かるという問題があった。
【０００３】この従来からの内視鏡の洗浄・消毒・滅菌
の手間を減らすため、内視鏡挿入部にカバーを装着した
後に内視鏡検査を実施し、検査後カバーを廃棄するタイ
プの内視鏡が提案されている。これには、一般的な内視
鏡の挿入部を挿入するカバーや、カバーに送気・送水チ
ャンネルや吸引チャンネルを持ち専用の内視鏡カバー用
内視鏡を挿入する内視鏡カバーなどがある。
【０００４】従来、このカバー式内視鏡は、特開平７－
２８９４９９号公報等に開示されているように、チュー
ブ状に形成されたカバーに挿入部を挿入することにより
カバーを装着していた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
カバー式内視鏡は、使用のたび毎に内視鏡カバー用内視
鏡に内視鏡カバーの着脱をしなければならず、しかも、
内視鏡カバーは、内視鏡カバー用内視鏡の挿入部に密着
して装着されるものであるため、内視鏡カバー用内視鏡
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の挿入部に装着する際、摩擦力により内視鏡カバー用内
視鏡の挿入部をスムーズに挿入できないという問題があ
った。そのため、着脱のたび毎に毎回内視鏡カバー内に
空気を送り込み、内視鏡カバーを膨張させて内視鏡カバ
ー用内視鏡の挿入部を挿入する方法（特開平３－３７０
３０号公報）や、内視鏡カバーの周囲を負圧にすること
により、内視鏡カバーを膨張させて内視鏡カバー用内視
鏡の挿入部を挿入するといった専用の着脱装置を必要と
するものが多く、取り扱いが面倒であるという欠点があ
る。
【０００６】本発明は、このような事情に鑑みてなされ
たものであり、一度内視鏡カバーを取り付けてしまえ
ば、内視鏡カバーのロールが無くなるまで面倒な着脱を
行うことなく、常に清潔な挿入部を使用することがで
き、かつまた、内視鏡カバーの挿入部への装着の容易性
と、内視鏡カバーの挿入部への装着の確実性を高めるこ
とができる、取り扱いの楽なカバー式内視鏡を提供する
ことを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明は前記目的を達成
するために、挿入部が内視鏡カバーで被覆されたカバー
式内視鏡において、前記内視鏡カバーは、前記挿入部が
収容されるチューブ状のカバー本体と、端面が透明に形
成され、前記カバー本体の先端部に着脱自在に取り付け
られる先端キャップと、前記カバー本体の基端に連設さ
れ、前記挿入部の基端に固定されるカバー取付部と、か
らなることを特徴とするカバー式内視鏡を提供する。
【０００８】本発明によれば、内視鏡カバーの先端に着
脱自在な先端キャップを設けることにより、容易に内視
鏡カバーを装着することができる。すなわち、たとえば
内視鏡カバー内にあらかじめコシのある棒材を通してお
き、この棒材に挿入部の先端を固定して、棒材を引っ張
ることにより、簡単に内視鏡カバーを挿入部に装着でき
る。また、確実に挿入部の先端を先端キャップの透明な
端面に当接させることができる。
【０００９】また、本発明は前記目的を達成するため
に、前記カバー本体に伸縮可能な長さ調整部を形成した
ことを特徴とする請求項１に記載のカバー式内視鏡を提
供する。
【００１０】本発明によれば、カバー本体に伸縮可能な
長さ調整部を形成することにより、カバーと挿入部との
長さのバラツキを吸収して、確実に挿入部先端面を先端
キャップに当接することができる。
【００１１】また、本発明は前記目的を達成するため
に、前記カバー本体の外周には、裏面に粘着材層が形成
された帯状のシート材が多数枚ロール状に巻き付けられ
ており、該シート材を剥がすことで汚物を除去すること
を特徴とする請求項１又は２に記載のカバー式内視鏡を
提供する。
【００１２】本発明によれば、ロール状に巻かれたシー
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ト材を剥がすことで汚物を取り除くようにしているの
で、一度内視鏡カバーを取り付けてしまえば、内視鏡カ
バーのロールが無くなるまで面倒な着脱を行うことな
く、常に清潔な挿入部を使用することができる。これに
より、一回一回のカバーの取り付け、取り外しの手間が
省け、洗浄・消毒工程がより簡略化でき、取り扱いがき
わめて楽になる。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、添付図面に従って本発明に
係るカバー式内視鏡の好ましい実施の形態について詳説
する。
【００１４】本発明に係るカバー式内視鏡は、内視鏡カ
バー用内視鏡１０と、その内視鏡カバー用内視鏡１０の
挿入部１４を被覆する内視鏡カバー３０とで構成されて
いる。
【００１５】図１は内視鏡カバー用内視鏡の全体図であ
る。同図に示すように、内視鏡カバー用内視鏡１０は、
術者が把持して操作する手元操作部１２を備えており、
この手元操作部１２に体腔内に挿入される挿入部１４
と、図示しない照明装置等に接続されるユニバーサルケ
ーブル１６が連接されている。
【００１６】挿入部１４は、軟性部１４Ａ、アングル部
１４Ｂ、先端硬質部１４Ｃで構成されており、この挿入
部１４の外周に内視鏡カバー３０が取り付けられる。挿
入部１４は大半が軟性部１４Ａで構成されており、この
軟性部１４Ａの先端にアングル部１４Ｂが連接され、さ
らにそのアングル部１４Ｂの先端に先端硬質部１４Ｃが
連設されている。
【００１７】アングル部１４Ｂは、先端硬質部１４Ｃを
所望の方向に向けるためのものであり、そのアングル操
作は手元操作部１２に設けられたアングルノブ１８を回
動操作することによって行われる。
【００１８】先端硬質部１２Ｃには、図２に示すよう
に、先端面に観察窓２０と照明窓２２、２２が配置され
ている。観察窓２０の内側には、図示しないＣＣＤが配
置されており、このＣＣＤによって体腔内の像が撮像さ
れる。また、照明窓２２、２２には、図示しないライト
ガイドが接続されており、このライトガイドによって伝
送された照明光が照明窓２２、２２から照射される。
【００１９】ユニバーサルケーブル１６には、照明窓２
２、２２に照明光を伝送するためのライトガイド、ＣＣ
Ｄからの電気信号を伝送するための信号ケーブル等が挿
通されている。ライトガイドは、図示しない光源装置に
接続され、この光源装置からの照明光を照明窓２２、２
２に伝送する。信号ケーブルは図示しないプロセッサに
接続され、このプロセッサにＣＣＤからの電気信号を伝
送する。プロセッサは入力された電気信号を映像信号に
処理し、図示しないモニタに出力する。これにより、Ｃ
ＣＤに撮像された体腔内の像がモニタ上に拡大表示され
る。
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【００２０】図２は、内視鏡カバー３０の構成を示す斜
視図である。同図に示すように、内視鏡カバー３０は、
カバー本体３２、先端キャップ３４、カバー取付部３６
及び長さ調整部３８で構成されている。
【００２１】カバー本体３２は、チューブ状に形成され
ており、挿入部１４の外周に装着される。このカバー本
体３２は、図３及び図４に示すように、チューブ状に形
成された芯材４０の外周にシート材４２、４２、…をロ
ール状に巻き付けて形成されている。
【００２２】シート材４２はウレタンなどのプラスチッ
ク材によって帯状に形成されており、裏面に粘着材が塗
布されている。このシート材４２の幅は芯材４０の外周
よりも十分大きく形成されており、芯材４０に巻き付け
ると、幅方向の端部がオーバーラップして巻き付けられ
る。また、このシート材４２の表面には、先端部近傍に
体液（酸など）に反応して変色する試験片４４（たとえ
ば、リトマス試験紙）が貼付されており、この試験片４
４によって使用／未使用の判別ができるようにされてい
る。
【００２３】先端キャップ３４は、カバー本体３２の先
端部に取り付けられ、カバー本体３２の先端部を密閉す
る。この先端キャップ３４は、リング状に形成されたキ
ャップ本体４６の内周部に透明な窓部材４８が嵌め込ま
れて形成されている。
【００２４】キャップ本体４６は、芯材４０の先端に着
脱自在に取り付けられる。芯材４０の先端には、このキ
ャップ本体４６を取り付けるためのキャップ取付部５０
が一体成型されている。このキャップ取付部５０は、図
４に示すように、筒状に形成されており、先端に外周方
向に突出したカギ部５２が形成されている。一方、キャ
ップ本体４６の内周には溝部５４が形成されており、こ
の溝部５４にカギ部５２を嵌合させることにより、キャ
ップ本体４６がキャップ取付部５０に取り付けられる。
【００２５】カバー取付部３６は、内視鏡カバー３０を
手元操作部１２に固定するためのものであり、長さ調整
部３８を介してカバー本体３２に連設される。このカバ
ー取付部３６は、図５に示すように、プラスチック材に
よって筒状に形成されており、手元操作部１２の先端
（挿入部１４の基端）に形成されたジョイント部５６に
取り付けられる。このジョイント部５６の外周には、先
端方向に向かって縮径するテーパー状の凹部５６Ａ、５
６Ａ、…が複数形成されており、また、カバー取付部３
６の内周には、先端方向に向かって拡径するテーパー状
の凸部３６Ａ、３６Ａ、…が複数形成されている。カバ
ー取付部３６は、このジョイント部５６に差し込むこと
により接続される。そして、カバー取付部３６の内周に
形成された凸部３６Ａ、３６Ａ、…がジョイント部５６
の外周に形成された凹部５６Ａ、５６Ａ、…に嵌合され
て抜け止めされる。
【００２６】長さ調整部３８は、カバー本体３２とカバ
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ー取付部３６との間に接続され、カバー本体３２と挿入
部１４の長さのバラツキを吸収する。この長さ調整部３
８は、ゴム等の弾性材によって中空の円錐台形状に形成
されており、伸縮自在に形成されている。
【００２７】以上のように構成された本実施の形態のカ
バー式内視鏡の作用は次のとおりである。
【００２８】まず、内視鏡カバー用内視鏡１０の挿入部
１４に内視鏡カバー３０を装着する。内視鏡カバー３０
の装着は次のように行う。
【００２９】図６に示すように、まず、内視鏡カバー３
０にコシのある棒６０を通し、その棒６０の先端部をカ
バー本体３２の先端部から突出させる。この棒６０は、
カバー本体３２の内径よりも小さく形成されているもの
とし、また、内視鏡カバー３０よりも長く形成されてい
るものとする。
【００３０】次に、挿入した棒６０の基端部に挿入部１
４の先端を固定する。固定方法は、たとえば棒６０の基
端部に雄ネジを形成する一方、挿入部１４の先端に雌ネ
ジを形成し、この雄ねじと雌ネジを螺合させて固定す
る。
【００３１】次に、カバー本体３２の先端部分から突出
した棒６０を引っ張り、挿入部１４を内視鏡カバー３０
内に引き込む。これにより、簡単に内視鏡カバー３０内
に挿入部１４を挿入することができる。
【００３２】挿入部１４の先端が内視鏡カバー３０の先
端から引き出されたところで、棒６０を引っ張るのを止
め、カバー基端部に形成されたカバー取付部３６を手元
操作部１２の先端に形成されたジョイント部５６に嵌め
込む。カバー取付部３６をジョイント部５６に嵌め込む
と、カバー取付部３６の内周に形成された凸部３６Ａ、
３６Ａ、…がジョイント部５６の外周に形成された凹部
５６Ａ、５６Ａ、…に嵌合し固定される。
【００３３】次に、挿入部１４の先端から棒６０を取り
外し、カバー本体３２に先端キャップ３４を取り付け
る。先端キャップ３４は、リング状に形成されたキャッ
プ本体４６をカバー本体３２の先端部に形成されたキャ
ップ取付部５０に押し込むことにより取り付けられる。
すなわち、キャップ本体４６をキャップ取付部５０に押
し込むと、キャップ取付部５０の先端に形成されたカギ
部５２がキャップ本体４６の内周に形成された溝部５４
に嵌合され、これにより、先端キャップ３４がキャップ
取付部５０に固定される。
【００３４】以上により、内視鏡カバー３０の装着が完
了する。装着された内視鏡カバー３０は、伸縮自在な長
さ調整部３８の作用によって、その先端キャップ３４の
窓部材４８に挿入部１４の先端面が当接する（図４参
照）。すなわち、装着された内視鏡カバー３０は、カバ
ー取付部３６をジョイント部５６に挿入すると、伸縮自
在な長さ調整部３８の作用によって手元操作部１２側に
引っ張られ、常にその先端キャップ３４の窓部材４８に
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挿入部１４の先端面が当接するようになる。これによ
り、明瞭な視野が確保される。
【００３５】内視鏡検査は、この内視鏡カバー３０を取
り付けた状態で行う。そして、使用後はカバー本体３２
に巻かれたシート材４２を一枚取り外す。これにより、
内視鏡カバー３０に付着した汚物等を容易に取り除くこ
とができる。
【００３６】なお、シート材４２は、幅方向の端部をオ
ーバーラップさせて巻き付けているので、一枚取り外す
とカバー本体３２の外周には確実に未使用の面が露出す
る。
【００３７】また、シート材４２の表面には、体液に反
応して変色する試験片４４が貼付されているので、この
試験片４４の変色の有無を確認することにより、使用／
未使用の判別を行うことができる。
【００３８】このように、本実施の形態のカバー式内視
鏡によれば、内視鏡カバー３０の先端に着脱自在な先端
キャップ３４を設けたことにより、簡単に挿入部１４に
装着することができる。
【００３９】また、長さ調整部３８を設けたことによ
り、挿入部１４の長さにバラツキがある場合であって
も、そのバラツキを吸収することができる。そして、こ
れにより、確実に先端キャップ３４の窓部材４８に挿入
部１４の先端面を当接させることができる。
【００４０】また、内視鏡カバー３０は、カバー本体３
２に積層して巻かれたシート材４２を剥がすことで外周
に付着した汚物を取り除くようにしているので、一度内
視鏡カバー３０を取り付けてしまえば、内視鏡カバー３
０のロールが無くなるまで面倒な着脱を行うことなく、
常に清潔な挿入部１４を使用することができる。これに
より、取り扱いがきわめて楽になる。
【００４１】なお、本実施の形態では長さ調整部３８を
ゴム等の弾性材によって形成しているが、伸縮可能な構
成であればよく、この他にネジリング等の機構で形成し
てもよい。
【００４２】また、長さ調整部３８は、カバー本体３２
とカバー取付部３６との間に形成しているが、これに限
らずカバー本体３２の先端に形成してもよい。ただし、
体腔内に挿入されないこと及び内視鏡カバー３０の交換
をしやすくすることを考慮すると、本実施の形態のよう
にカバー本体３２とカバー取付部３６との間に形成する
ことが好ましい。
【００４３】また、本実施の形態では、カバー取付部３
６をジョイント部５６に差し込んで固定するようにして
いるが、カバー取付部の構成は、これに限定されるもの
ではなく、たとえばネジ等で固定するようにしてもよ
い。
【００４４】さらに、本実施の形態では、カバー本体３
２にシート材４２を巻き付けているが、シート材４２は
巻き付けなくてもよい。
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【００４５】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
内視鏡カバーの先端に着脱自在な先端キャップを設ける
ことにより、容易に内視鏡カバーを装着することがで
き、また、確実に挿入部の先端を先端キャップの透明な
端面に当接させることができる。また、一度内視鏡カバ
ーを取り付けてしまえば、内視鏡カバーのロールが無く
なるまで面倒な着脱を行うことなく、常に清潔な挿入部
を使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】内視鏡カバー用内視鏡の全体図
【図２】内視鏡カバーと挿入部の組立図
【図３】カバー本体の構成を示す斜視図
【図４】先端キャップとカバーとの取付状態を示す断面
図 *
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*【図５】カバー取付部とカバー接続部の構成を示す断面
図
【図６】カバーの装着方法の説明図
【符号の説明】
１０…内視鏡カバー用内視鏡、１２…手元操作部、１４
…挿入部、１４Ａ…軟性部、１４Ｂ…アングル部、１４
Ｃ…先端硬質部、１６…ユニバーサルケーブル、１８…
アングルノブ、２０…観察窓、２２…照明窓、３０…内
視鏡カバー、３２…カバー本体、３４…先端キャップ、
３６…カバー取付部、３６Ａ…凸部、３８…長さ調整
部、４０…芯材、４２…シート材、４４…試験片、４６
…キャップ本体、４８…窓部材、５０…キャップ取付
部、５２…カギ部、５４…溝部、５６…ジョイント部、
５６Ａ…凹部、６０…棒

【図１】

【図２】 【図４】
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